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週１回（祝日も通常通り運行） １日3便運行　
１乗車均一運賃200円（小学生100円）

※小学生未満の乳幼児は無料。
　障がい者割引対象者 (※1) 及び障がい者割引対象者の付添人は100円。

(※1) 障がい者割引対象者は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者

轟版

←枠内の「乗車のみ区間」では
　降車は出来ません。

←枠内の「降車のみ区間」では
　乗車は出来ません。

お問合せ先　　　宇土市企画課　0964-22-1111

二社共同運行　　㈲西田タクシー、宇城タクシー㈲
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　12番から 24 番までの停留所の区間は「フリー降車区間」です。停留所以外でも自由に降車できます。
停留所以外での降車を希望される場合は、降りる場所をお早目に乗務員にお知らせください。
※交差点や曲がり角など法令上停車できないところや、交通安全上問題のあるところでは停車できませんので、
　ご希望の場所で降車ができない場合があります。

　　轟線
　　フリー降車区間
     区間内乗降制限区間
　　（区間内で完結する乗降はできません。）
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